
最高裁秘書第2312号

令和4年 7月27日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

｡蕊最高裁判所事務総長堀 田

司法行政文書開示通知書

6月24日付け（同月28日受付、第04()247号）で申出のありました司法

行政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

（1） 「家庭局News (VoI. 87) ｣ (片面で1枚）

（2） 「家庭局News (Vo l ; 88) ｣ (片面で1枚)

（3） 「家庭局News (Vo l . 89) 」 （片面で1枚）

2 開示しないこととした部分とその理由 ‘ ‐

1の(2)の文書には、公にすることにより裁判所の情報セキュリティの確保に支

障を及ぼすおそれがある情報が記載されており、 この情報は、行政機関情報公開

法第5条第6号に定める不開示情報に相当することから、 この情報が記載されて

いる部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室）電話()3 （4233） 524（） （直通）
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手

のデジタル化

弓ｳｪブ会議

家事調停手続では､令和3年度に4庁でウエブ会議の運用が開始され､令和4年度に
は更に19庁での運用開始に向けて､検討･準備を進めています。

令和4年改正法により､将来的には、ウェブ会議で人事訴訟の口頭弁論等も実施可
能になるほか､離婚･離縁の和解成立､調停成立もウェブ会議によりできるようになり
ます(家庭局NewsVol . 79も見てね》)。

’〃 システム開発

令和4年4月、裁判所全体のデジタル化について更なる検討を推し進めていくため、
デジタル推進室に｢システム開発グループ｣が設けられました。

家庭局からも－部の職員が常駐し､デジタル化後の家事事件手続に対応するシステ
ムについて､検討を開始しています。

’囲 法制面の検討

法制については、以下のとおり検討が進められています。

(1)令和3年12月研究会報告書取りまとめ※いずれもﾌｧﾐりんに掲載

①報告書(令和3年12月17日発出の局長書簡）
②概要資料(令和4年2月21日発出の局長書簡）
(2)令和4年2月 法制審議会に諮問

(3)令和4年4月 「民事執行･民事保全･倒産及び家事事件等に閨する手続(IT化関

係)部会｣における調査審議開始

訂■■■■種■■■■■■■■■垂蜜■■■■■■

盈

■

wヂジﾀﾙ化によって
堂

空

磨

轟

塵●裁判手続はどうなるだろう
■

事務処理方法はどう変わるだろう■●
■

ロ ・ ・ ・といったことについて、

垂
■
樽
■
■
醸
■
■
■
■
■
■
■
■

■

園…i会重は
記録の電子化の範囲や､記録の閲覧等の規

律に閨する論点等について検討される見込み

です。

電子提出等の新たな規律の導入を見据えな

がら、デジタル化後の家事事件手続の運用に

ついて検討を進める必要があります。
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